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        国民生活センターからの政策提言について 

  

 標記については、「国民生活センターと関係行政機関との連携の強化につい

て」（平成 17 年 12 月 19 日消費者政策担当課長会議決定）に連携の仕組が定め

られておりますが、このたび、同決定に基づき、独立行政法人国民生活センタ

ーから別添のとおり政策提言がありましたので、貴省御担当課におかれまして

は、同決定の趣旨に従い、適切な対応方宜しくお願いいたします。 

 


